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第３回共通到達度確認試験試行試験の基本的枠組みについて（案） 

 

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ７ 日 

共通到達度確認試験システムの 

構築に向けた調査検討会議 

 
 
○ 第２回試行試験については、来年３月に、法科大学院１年次及び２年次に在

籍する学生を対象に、憲法・民法・刑法の３科目で実施する方針で準備が進

められているが、第３回試行試験について、平成３０年度を目途に本格実施

に移行することを念頭に置きつつ、対象科目など、早期に検討が必要な事項

について、基本的枠組みを示すこととする。 

○ なお、第３回試行試験のより具体的な方向性については、第２回試行試験の

結果分析を踏まえて検討を進める必要があり、本資料については、２８年７

月を目途に「第３回試行試験の基本的な方向性」として改定することを予定

しているものである。 
 
１．対象者・試験科目等 

 第３回試行試験の対象者及び試験科目は、以下のとおりとする。 

 １年次（未修者）    憲法・民法・刑法 

 ２年次（未修者・既修者）憲法・民法・刑法 

民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法 

 試験は原則として１日で実施する。 

 試験科目を７科目とすることに伴う、各科目の試験時間や出題範囲など

の在り方については、推進ワーキング・グループにおいて本年度末を目

途に検討を行い、本調査検討会議に報告を求める。 

 （考え方） 

・  平成２５年１１月に中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員

会の下で取りまとめられた共通到達度確認試験（仮称）の基本設計で

は、２年次の学年末に実施される試験について、憲法・民法・刑法・

民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法とすることを基本とし、試行

試験を繰り返す中で、更に具体的に検討を進めることとされている。 
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・  本格実施の際に、民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法を追加す

るかどうかは、法科大学院間の学修進度のばらつきを踏まえた難易

度・試験範囲の設定、学生の学修上の負担感、憲法・民法・刑法も含

めた試験日程や出題数の在り方、司法試験において短答式試験が課さ

れていない中で、共通到達度確認試験を短答式で行うことの意味合い

等についても検証した上で判断する必要がある。 

・  そのため、第３回試行試験では、２年次の学年末に実施される試験

の科目を、憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政

法の７科目とし、本格実施の是非を判断するための検証材料を収集す

ることとする。 

・  また、第３回試行試験については、７科目の試験を１日で実施する

ことを基本とする。 

【別添】７科目の試験を実施する際の試験時間（イメージ） 

・  試験の７科目化に伴う試験時間や出題範囲等については、本年度末

を目途に推進ワーキング・グループにおいて集中的に検討を行い、本

調査検討会議に報告をいただくこととする。 

・  今後の試験のあり方の検討に資するよう、試行試験に参加した学生

や法科大学院から意見を聴取することとし、その際、特に民事訴訟

法・刑事訴訟法・商法・行政法の実施の在り方の検討に資するデータ

を収集することとする。 

 
２．実務家の参画 

 第３回試行試験には、法科大学院における教育の内容や現状に対して理

解のある実務家（法科大学院教員、法科大学院教員経験者等）が問題作

成へ参画することが望ましいと考えられる。 

 その際、法曹三者が参画することが望ましいのではないか。 

 （考え方） 

・  法科大学院は、法曹養成の中核的機関として、司法試験や司法修習

との有機的連携の下に、法曹三者の参画を得て、法律学の理論と実務

を架橋した教育を実施し、将来の法曹として必要な学識等を身につけ

させることが求められている。 
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・  理論と実務を架橋する教育を行いうるよう、法科大学院の専任教員

については、そのおおむね２割以上は専攻分野におけるおおむね５年

以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有するものとす

るよう文部科学省告示において定められている。また、法科大学院の

定期試験等においても研究者教員と実務家教員が共同して作問する

ことにより、理論と実務を架橋する適切な問題が作成されている。 

・  法科大学院教育の質保証の役割を有しているのが、共通到達度確認

試験である。特に、今回の試行試験が対象とする法科大学院２年次の

学生は、法律基本科目においても実務を強く意識した授業を受けてお

り（特に訴訟法、行政法、商法は顕著である）、また法曹三者が中心

的に担当する法律実務基礎科目等においては法律基本科目について

の実務を意識した理解が不可欠であること等に鑑みれば、当該年次終

了段階で実施される共通到達度確認試験の試験問題には、実務的な観

点が効果的に反映されるようにすることが必要である。 

・  従って、今回の試行試験の作問は、法理論面において豊富な学識を

有する研究者教員と実務を熟知した実務家（法科大学院の実務家教員

や法科大学院教員の経験者等）が一体となって行うことが必要である。 

・  本年６月３０日の法曹養成制度改革推進会議決定においては、法科

大学院関係者を中核としつつ、法曹三者の理解と協力を得ながら、試

行を毎年度行い、試行の状況に応じて、司法試験短答式試験免除に必

要とされる制度設計を検討するよう、提言されている。 

・  現在、司法試験短答式試験の作問に当たっては、大学教授のほか法

曹三者の実務家が関与しているが、将来的な短答式試験免除の可能性

を検討することを前提に共通到達度確認試験の精度を向上させる必

要があることを考慮すると、共通到達度確認試験の作問に当たっては

司法試験短答式試験の作問に類似した手法を採用することが望まし

いのではないか。 

・  このため、共通到達度確認試験の作問に当たっては法曹三者の参画

を得ることが望ましいのではないか。また、法曹三者の具体的な参画

の方法については、問題作成にかかる負担等も考慮しつつ、推進ワー

キング・グループにおいて検討を進めることとしてはどうか。 
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３．実施体制 

 第３回試行試験においては、試験科目を７科目とした際の実施体制の在

り方を検証するため、引き続き文部科学省も実地体制の構築に関与する

こととする。 

 試験科目の拡大に対応するため、中核となる大学として、東京大学、京

都大学、一橋大学に加えて、国立大学を１大学追加する方向で検討する。 

 科目主任を含む問題作成者については、大学間のバランスに配慮して、

推進ワーキング・グループにおいて選定を行う。 

 （考え方） 

・  民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法の試行は初めてとなること

から、第３回試行試験においても、第２回と同様に、文部科学省が実

施方針・実施細目等の作成に一定の役割を果たすこととする。 

・  ７科目の問題作成等に適確に対応していくため、中核となる大学に

国立大学を１大学追加する。また、地域間の均衡やこれまでの実績を

考慮し、推進ワーキング・グループ委員に追加される大学から適任者

を任命することで、実施にかかる体制を強化することとする。 

・  共通到達度確認試験の導入を推進していくためには、各法科大学院

が軌を一にして試験システムの構築に関与していく必要がある。その

ため、科目主任を含む作問委員及び点検委員については、大学間のバ

ランスに配慮した人選を行うことが必要である。 
 
 （当面の実施体制（イメージ）） 

 



 
 

 別 添  

７科目の試験を実施する際の試験時間（イメージ） 

 

 

（試験時間） 

民法  ：75 分 

      その他 ：50 分 

 

 

（進行イメージ） 

8:45～ 9:35 憲法 

 

9:55～11:10 民法 

 

11:30～12:20 刑法 

 

         13:40～14:30 民事訴訟法 

 

        14:50～15:40 刑事訴訟法 

 

        16:00～16:50 商法 

 

 17:10～18:00 行政法 




